
１、 湯沢雄勝地域包括支援ネットワーク協議会とは・・・ 

湯沢雄勝圏域の行政・各サービス事業所･関係機関・関係

団体で構成し、この地域における障がい者等のニーズや課

題を共有から解決に向けて協議する障害者総合支援法で

示す市町村自立支援協議会にあたります。 

２、 指定特定相談支援事業所とは・・・ 

障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画の

作成を行っています。「障害福祉サービスを利用したいのだけ

れど、自分がどんなサービスを選べばいいのかわからない」とい

う人たちに対して、相談支援専門員が話を聞き、どのような

サービスが相談者に合うのかを話しあって、市町村への利用

申請をお手伝いします。 

３、 指定一般相談支援事業所とは・・・ 

施設や病院を出て、地域で暮らすための地域移行支援・地

域定着支援を行います。 

４、 地域移行支援とは・・・ 

地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・

退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科

病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に

向けた支援を行います。 

５、 地域定着支援とは・・・ 

地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院

した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生

活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための

支援を行います。 

 

  Q：相談支援事業所って何をしてくれるの？ 

A：相談者の状況やニーズに応じた支援を行います。 

Q：具体的には・・・？？ 

A：次のような内容となります。 

① 各種福祉サービスや制度・事業所や施設などについて

の情報提供や活用に向けた助言、利用（変更）等

の調整、サービス利用計画の作成 

② 各種関係機関への紹介やスムーズな受け入れについ

ての調整 

③ 家庭訪問や電話連絡など定期的な関わりによる生活

や利用しているサービスについての評価 

④ 地域で主体的な自立生活を送るための助言や情報

提供 

⑤ 病院・施設から地域生活を開始するお手伝い 

⑥ 権利擁護に関する支援      などなど・・・ 

Q：サービス等利用計画とは・・・？ 

A：障害福祉サービス等の利用を希望する方々に対して

最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成

する総合的な支援計画です。 

Q：障害福祉サービスを利用する人は全員必要・・・？ 

A：障がい福祉サービスのご利用には指定特定相談支援

事業所によるサービス等利用計画の作成が必要です。

（※平成 24年 4月～） 
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＜やまばと園相談支援事業所＞一般・特定・児童 

〒012-0106  湯沢市三梨町飯田二ツ森 43 

電話：0183-42-2141 

FAX：0183-42-4709 

E-mail: yamabato-soudan@fukinoto.or.jp 

＜ぱあとなあ相談支援事業所＞一般・特定・児童 

〒012－0036 湯沢市字両神 15－1 

電話：0183-72-8107  

FAX：0183-72-8108 

E-mail: soudan-ptn@samba.ocn.ne.jp 

＜ワークセンターゆざわ相談支援事業所＞ 
特定・児童 

〒012－0813 湯沢市前森 3－3－4 

電話：0183－73－2644  

FAX：0183－55－8388 

E-mail: soudan@workcenter-yuzawa.jp 

＜ひばり野園相談支援事業所＞ 特定 

〒012-1115 羽後町足田字七窪 27－1 

電話：0183-62-2345 

FAX：0183-62-3113 

E-mail: hibarino@fancy.ocn.ne.jp 

＜地域活動支援センター松風＞ 特定・一般 

〒012-0055 湯沢市山田字中屋敷 15－1 

電話： 0183-72-5855 

FAX： 0183-78-0067 

E-mail: mazkaze@jinkeikai.or.jp 

 

＜皆瀬更生園相談支援事業所＞ 特定 

〒012-0183 秋田県湯沢市皆瀬字上小保内６ 

電話：0183-46-2729 

FAX：0183-46-2055 

E-mail: koseien@city.yuzawa.lg.jp 

＜カメラーデン相談支援事業所＞ 特定 

〒012-0183 秋田県湯沢市皆瀬字桜坂 1７ 

電話：0183-46-2064 

FAX：0183-46-2677 

E-mail: nagaispoon@bz04.plala.or.jp 

＜湯雄福祉会相談支援事業所＞一般・特定・児童 

〒012-0855 秋田県湯沢市愛宕町 5 丁目 2－17 

電話：0183-55-8980 

FAX：0183-55-8980 

E-mail: syuro_jiritu_c@sirius.ocn.ne.jp 


